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北九州市告示第２５９号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和元年１２月３日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

コルポ調剤薬局 北九州市八幡西区南鷹見町６７２

番３号 

令和元年１１

月１日 

タカサキ薬局真鶴

店 

北九州市小倉北区真鶴二丁目１０

番６号 

令和元年１２

月１日 

サン薬局曽根店 北九州市小倉南区東貫二丁目２番

８号 

令和元年１２

月１日 

サン薬局徳力店 北九州市小倉南区南方四丁目８番

２８号 

令和元年１２

月１日 

２ 訪問看護ステーション等（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

社会福祉法人恩賜

財団済生会支部福

岡県済生会訪問看

護ステーションひ

まわり 

北九州市八幡東区春の町二丁目３

番２７号 

令和元年１２

月１日 
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北九州市告示第２６０号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  令和元年１２月３日  

北九州市長 北 橋 健 治  

育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医療

機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

ハート薬局馬場山

店 
旧

北九州市八幡西区茶屋の原二

丁目３番３１号 

令和元年８

月２６日 

新
北九州市八幡西区金剛二丁目

２番２号 
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北九州市告示第２６１号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和元年１２月３日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

コルポ調剤薬局 北九州市八幡西区南鷹見町６７２

番３号 

令和元年１

１月１日 

タカサキ薬局真鶴店 北九州市小倉北区真鶴二丁目１０

番６号 

令和元年１

２月１日 

サン薬局曽根店 北九州市小倉南区東貫二丁目２番

８号 

令和元年１

２月１日 

サン薬局徳力店 北九州市小倉南区南方四丁目８番

２８号 

令和元年１

２月１日 

２ 訪問看護ステーション（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

ゆうひ訪問看護ステー

ション 

北九州市小倉南区若園三丁目１５

番４０号 

令和元年１

２月１日 
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北九州市告示第２６２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和元年１２月３日  

北九州市長 北 橋 健 治  

精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医療機

関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

ハート薬局馬場山店
旧

北九州市八幡西区茶屋の原二

丁目３番３１号 

令和元年８月

２６日 

新
北九州市八幡西区金剛二丁目

２番２号 

医療法人江頭クリニ

ック 
旧

北九州市八幡西区折尾一丁目

１３番１０号 

令和元年１０

月１５日 

新
北九州市八幡西区折尾一丁目

２番１１号 
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北九州市告示第２６３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項及び第５３条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者及び介護予防サー

ビス事業者を指定したので、法第７８条及び第１１５条の１０の規定により、

次のとおり告示する。 

  令和元年１２月３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

４０５４

７９ 

ファーストライ

フ到津ヘルパー

ステーション 

北九州市小倉北

区上到津四丁目

１６番７号 

フ ァ ー ス ト

ラ イ フ 株 式

会社 

令 和 元 年

１ １ 月 １

日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０６７

７９０８

６７ 

ゆうひ訪問看護

ステーション  

北九州市小倉南

区若園三丁目１

５番４０号 

株 式 会 社 ａ

ｌ ｍ ｅ ｎ ｅ

ｃｔ 

令 和 元 年

１ １ 月 １

日 

３ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

４０５４

８７ 

モスウイング 北九州市小倉北

区高坊二丁目９

番２５号２階 

株 式 会 社 Ｍ

Ｏ Ｓ ウ イ ン

グ 

令 和 元 年

１ １ 月 １

日 

４ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

５０５６

８２ 

モスウイング 北九州市小倉北

区高坊二丁目９

番２５号２階 

株 式 会 社 Ｍ

Ｏ Ｓ ウ イ ン

グ 

令 和 元 年

１ １ 月 １

日 
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北九州市告示第２６４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項及び第８２条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指定居宅

介護支援事業者から廃止の届出があったので、法第７８条及び第８５条の規定

により、次のとおり告示する。 

  令和元年１２月３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ７ １

２２ 

ヘルパーステー

ション里櫻 

北九州市八幡西

区大浦一丁目１

３番５ エルカ

ミノ５０１号 

合 同 会 社 里

櫻 

令 和 元 年

１ ０ 月 ３

１ 日 

２ 通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

１ ０ １ ６

９８ 

デイサービス井

の浦 

北九州市門司区

大字恒見１６番

地１ 

ジ ン フ ィ ー

ル ド 株 式 会

社 

令 和 元 年

１ ０ 月 ３

１ 日 

３ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ０ ６

４２ 

「ふくし生協」

ひまわりケアプ

ランセンター 

北九州市小倉南

区母原６４５番

地４ 

福 岡 県 高 齢

者 福 祉 生 活

協同組合 

令 和 元 年

１ ０ 月 ３

１ 日 
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北九州市公告第５１０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により北九

州広域都市計画を決定するので、同法第１７条第１項の規定により次のとおり

公告し、当該都市計画の決定案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の決定案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。

  令和元年１２月３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  土地区画整理事業 

２ 都市計画の決定に係る土地の区域 

区 区域 

小倉北区 魚町四丁目の一部 

３ 都市計画の決定案の縦覧場所 

北九州市小倉北区古船場町１番３５号 

北九州市建設局河川部神嶽川旦過地区整備室 

４ 縦覧期間 

 令和元年１２月３日から同月１７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の決定案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、第３項の縦覧場所に令和元年１２月１７

日までに到着するように提出すること。 

条 例
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北九州市公告第５１１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更するので、同法第

２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公

告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。

  令和元年１２月３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  高度地区 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

区 区域 

小倉北区 魚町四丁目の一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

北九州市小倉北区古船場町１番３５号 

北九州市建設局河川部神嶽川旦過地区整備室 

４ 縦覧期間 

 令和元年１２月３日から同月１７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、第３項の縦覧場所に令和元年１２月１７

日までに到着するように提出すること。 

条 例
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北九州市公告第５１２号 

北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号。以下「条例

」という。）第６条の３第３項の規定により令和元年北九州市公告第４４２号

で縦覧に供した（仮称）白島沖着床式洋上風力発電事業計画段階環境配慮書に

ついて、環境の保全の見地からの意見書を作成したので、条例第６条の５第２

項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和元年１２月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 事業計画の具体化に当たり配慮すべき事項 

風力発電設備の仕様及び配置の具体化に当たっては、藻場や鳥類等の調査

結果を踏まえた上で、環境影響を可能な限り低減させるよう努めること。 

２ 方法書以降の環境影響評価手続に向けた留意事項 

（１） 藻場について 

藻場の分布状況についての既存資料は調査時期が古いものであるため、

現地調査を実施して最新の分布状況を把握し、予測評価を行うこと。 

（２） 鳥類について 

本事業の事業実施想定区域はオオミズナギドリの繁殖地である白島に近

接しており、飛翔ルートにもなっていることから、鳥類について現地調査

を実施し、適切に予測評価を行うこと。 

（３） コウモリについて 

白島にはコウモリが生息している可能性があるため、専門家からの意見

聴取等により情報を収集し、必要に応じ調査を実施すること。 
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北九州市公告第５１３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和元年１２月３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区上吉田五丁目３１

５番２、３１６番１から３１６番３

まで、３１８番１、３１８番２、４

２６番１及び４２６番３ 

北九州市小倉南区上吉田五丁目１

８番２６号 

吉松江子 

北九州市八幡西区泉ケ浦二丁目２７

０１番１９３、２７０１番９０３か

ら２７０１番９０７まで、２７０１

番９０９及び２７０１番９１０ 

北九州市八幡西区則松七丁目３番

１８号 

株式会社大和総合建設 

代表取締役 鶴山研一 

北九州市小倉南区大字新道寺４１５

番１５、４１６番３及び４１７番５

から４１７番８まで 

北九州市小倉南区志井鷹羽台４番

３号 

株式会社守恒造園建設 

代表取締役 大野髙志 
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